
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

（
特
別
教
育
を
必
要
と
す
る
業
務
）

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は

第
三
十
六
条

法
第
五
十
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
危
険
又
は

有
害
な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

有
害
な
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七
の
二

（
略
）

一
～
七
の
二

（
略
）

八

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
用
い
て
行
う
立
木
の
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
又
は

八

胸
高
直
径
が
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
立
木
の
伐
木
、
胸
高
直
径

造
材
の
業
務

が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
重
心
が
著
し
く
偏
し
て
い
る

立
木
の
伐
木
、
つ
り
き
り
そ
の
他
特
殊
な
方
法
に
よ
る
伐
木
又
は
か
か
り

木
で
か
か
つ
て
い
る
木
の
胸
高
直
径
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
も
の
の
処
理
の
業
務
（
第
六
号
の
二
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

（
削
る
）

八
の
二

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
用
い
て
行
う
立
木
の
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理

又
は
造
材
の
業
務
（
前
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）

九
～
四
十
一

（
略
）

九
～
四
十
一

（
略
）

（
作
業
計
画
）

（
作
業
計
画
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
九

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
八
十
九

（
略
）

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置
及
び
傷
病
者
の
搬
送
の
方

（
新
設
）

法

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
二
号
か
ら

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
二
号
及
び

第
四
号
ま
で
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
三
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

（
作
業
計
画
）

（
作
業
計
画
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
五

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
百
二
十
五

（
略
）

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置
及
び
傷
病
者
の
搬
送
の
方

（
新
設
）

法

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
、
第

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
、
第

二
号
、
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周

二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な

知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
計
画
）

（
作
業
計
画
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
三

（
略
）

第
百
五
十
一
条
の
百
五
十
三

（
略
）

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

２

前
項
の
作
業
計
画
は
、
次
の
事
項
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
応
急
の
措
置
及
び
傷
病
者
の
搬
送
の
方

（
新
設
）

法

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
か
ら

３

事
業
者
は
、
第
一
項
の
作
業
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
、
第

第
三
号
ま
で
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知

二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
の
事
項
に
つ
い
て
関
係
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
伐
木
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

（
伐
木
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
七
十
七
条

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を

第
四
百
七
十
七
条

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
立
木
を
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
労
働

除
く
。
第
四
百
七
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
立
木
を
伐

者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

倒
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
木
に
つ
い
て
、
次
の
事
項
を

な
い
。

行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
の
胸
高
直
径
が
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

三

伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
の
胸
高
直
径
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
と
き
は
、
伐
根
直
径
の
四
分
の
一
以
上
の
深
さ
の
受
け
口
を
作
り

で
あ
る
と
き
は
、
伐
根
直
径
の
四
分
の
一
以
上
の
深
さ
の
受
け
口
を
つ
く

、
か
つ
、
適
当
な
深
さ
の
追
い
口
を
作
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

る
こ
と
。

技
術
的
に
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
受
け
口
と
追
い
口
の
間
に
は
、
適

当
な
幅
の
切
り
残
し
を
確
保
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）



（
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
七
十
八
条

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
既
に

第
四
百
七
十
八
条

削
除

か
か
り
木
が
生
じ
て
い
る
場
合
又
は
か
か
り
木
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か

に
当
該
か
か
り
木
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
速
や
か
に
処

理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ

と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
箇
所
に
お
い
て
、
当
該
処
理
の
作
業
に

従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
、
そ

の
旨
を
縄
張
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
に
よ
つ
て
明
示
し
た
後
、
遅
滞
な
く

、
処
理
す
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
労
働
者
に
か
か
り
木
の
処
理
を
行
わ

せ
る
場
合
は
、
か
か
り
木
が
激
突
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め

、
か
か
り
木
に
か
か
ら
れ
て
い
る
立
木
を
伐
倒
さ
せ
、
又
は
か
か
り
木
に
激

突
さ
せ
る
た
め
に
か
か
り
木
以
外
の
立
木
を
伐
倒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
か
か
り
木
が
激
突
す
る

こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
か
か
り
木
に
か
か
ら
れ
て
い
る
立
木

を
伐
倒
し
、
又
は
か
か
り
木
に
激
突
さ
せ
る
た
め
に
か
か
り
木
以
外
の
立
木

を
伐
倒
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
伐
倒
の
合
図
）

（
伐
倒
の
合
図
）

第
四
百
七
十
九
条

（
略
）

第
四
百
七
十
九
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の

２

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
木
の
伐
倒

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
百
八
十

の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
他
の

一
条
第
二
項
に
お
い
て
「
他
の
労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
、
伐
倒
に
よ
り
危

労
働
者
」
と
い
う
。
）
に
、
伐
倒
に
よ
り
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と

険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す

き
は
、
当
該
立
木
の
伐
倒
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、

る
労
働
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
項
の
合
図
を
行
わ
せ
、
他
の
労
働
者
が
避

前
項
の
合
図
を
行
な
わ
せ
、
他
の
労
働
者
が
避
難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た

難
し
た
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

後
で
な
け
れ
ば
、
伐
倒
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
造
材
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

（
造
材
作
業
に
お
け
る
危
険
の
防
止
）

第
四
百
八
十
条

事
業
者
は
、
造
材
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を
除

第
四
百
八
十
条

事
業
者
は
、
造
材
の
作
業
（
伐
木
等
機
械
に
よ
る
作
業
を
除



く
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
り
、

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
と
き
は
、
転
落
し
、
又
は
滑

当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
伐
倒
木
、

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
に
つ
い
て
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に

の
あ
る
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
に
つ
い
て
、
当
該
作
業
に
従

、
く
い
止
め
、
歯
止
め
等
こ
れ
ら
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ

事
す
る
労
働
者
に
、
く
い
止
め
、
歯
止
め
等
こ
れ
ら
の
木
材
が
転
落
し
、
又

る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
立
入
禁
止
）

（
立
入
禁
止
）

第
四
百
八
十
一
条

事
業
者
は
、
造
林
、
伐
木
、
か
か
り
木
の
処
理
、
造
材
又

第
四
百
八
十
一
条

事
業
者
は
、
造
林
、
伐
木
、
造
材
又
は
木
寄
せ
の
作
業
（

は
木
寄
せ
の
作
業
（
車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
こ

車
両
系
木
材
伐
出
機
械
に
よ
る
作
業
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
造

の
章
に
お
い
て
「
造
林
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下

林
等
の
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
て
い
る
場
所
の
下
方
で
、
伐
倒
木
、
玉

方
で
、
伐
倒
木
、
玉
切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と

切
材
、
枯
損
木
等
の
木
材
が
転
落
し
、
又
は
滑
る
こ
と
に
よ
る
危
険
を
生
ず

に
よ
る
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら

る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

せ
て
は
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
伐
木
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
伐
倒
木
等
が
激
突
す
る
こ
と

（
新
設
）

に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
伐
倒
し
よ
う
と
す
る
立
木
を
中
心
と
し
て

、
当
該
立
木
の
高
さ
の
二
倍
に
相
当
す
る
距
離
を
半
径
と
す
る
円
形
の
内
側

に
は
、
他
の
労
働
者
を
立
ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

３

事
業
者
は
、
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
を
行
う
場
合
は
、
か
か
り
木
が
激

（
新
設
）

突
す
る
こ
と
に
よ
り
労
働
者
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は

、
当
該
か
か
り
木
の
処
理
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
以
外
の
労
働
者
を
立

ち
入
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
下
肢
の
切
創
防
止
用
保
護
衣
の
着
用
）

第
四
百
八
十
五
条

事
業
者
は
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
用
い
て
行
う
伐
木
の
作
業

第
四
百
八
十
五
条
か
ら
第
五
百
十
七
条
ま
で

削
除

又
は
造
材
の
作
業
を
行
う
と
き
は
、
労
働
者
の
下
肢
と
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
ソ

ー
チ
ェ
ー
ン
と
の
接
触
に
よ
る
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
当
該
作
業
に
従
事

す
る
労
働
者
に
下
肢
の
切
創
防
止
用
保
護
衣
（
次
項
に
お
い
て
「
保
護
衣
」

と
い
う
。
）
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
保
護
衣
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
。

第
四
百
八
十
六
条
か
ら
第
五
百
十
七
条
ま
で

削
除


